
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
密閉された濾過室を形成する外枠と、濾過室を分割して流入室及び流出室を形成する濾材
と、外枠に取り付けられかつ流入室に連絡する流入管と、外枠に取り付けられかつ流出室
に連絡する流出管とを備え、濾材により流入室内に供給される原液を濾過して流出室内に
供給される濾液を生成し、流出室から濾液を取り出す濾過装置において、
流入室に連絡して外枠に形成された第１及び第２の原液ベントと、第２の原液ベントを介
して流入室に接続されかつ排気バルブを有する排気装置とを備え、
流入管から第１の原液ベントを通じて流入室内に原液を供給する際に、第２の原液ベント
及び排気装置を通じて流入室内に滞留する気体を排出することを特徴とする濾過装置。
【請求項２】
流出室に連絡して外枠に形成された第１及び第２の濾液ベントと、第２の濾液ベントを介
して流出室に接続されかつ排気バルブを有する排気装置とを備え、
第１の濾液ベントを通じて流出室内から流出管に濾液を取り出す際に、第２の濾液ベント
及び排気装置を通じて流出室内に滞留する気体を排出する請求項１に記載の濾過装置。
【請求項３】
外枠に取り付けられかつ第２の原液ベントを介して流入室に連絡する補助流入管と、
外枠に取り付けられかつ第２の濾液ベントを介して流出室に連絡する補助流出管とを備え
た請求項２に記載の濾過装置。
【請求項４】

10

20

JP 3554884 B2 2004.8.18



外枠は、フレームと、フレームの両側に固着された一対の隔壁板とを備え、
フレームの内側に形成された流入室は各隔壁板の内側に形成された流出室に対して濾材を
介して隣接し、
フレームは上部に第２の原液ベントを有し、第２の原液ベントを通じて流入室内に滞留す
る気体を排出し、
隔壁板は上部に第２の濾液ベントを有し、第２の濾液ベントを通じて流出室内に滞留する
気体を排出する請求項２又は３に記載の濾過装置。
【請求項５】
フレーム、隔壁板及び濾材は矩形に形成され、フレームの異なる角部に第１及び第２の原
液ベントを設け、隔壁板の異なる角部に第１及び第２の濾液ベントを設けた請求項４に記
載の濾過装置。
【請求項６】
隔壁板は、一方又は両方の主面に形成されかつ濾材を支持する補強材と、補強材を支持す
る突出部と、濾液を第１及び第２の濾液ベントに搬送する格子状に形成された溝部とを備
え、
補強材を一方の主面に備えかつ補強材を対向させた一対の隔壁板間に、フレームと、両方
の主面に補強材を備える隔壁板とを濾材を介して交互に密着させることにより、複数の流
入室及び流出室を交互に形成する請求項４又は５に記載の濾過装置。
【請求項７】
補強材は金網又はパンチングメタルからなる請求項６に記載の濾過装置。
【請求項８】
フレームと、濾材を支持する隔壁板とを交互に複数密着させて、流入室及び流出室からな
る密閉された濾過室を複数形成する工程と、
流入室に原液を供給すると共に、流入室に滞留する気体を排出する工程と、
濾材により流入室内の原液を濾過して流出室に濾液を生成すると共に、流出室に滞留する
気体を除去する工程と、
濾過終了後、原液の供給を停止して濾過室から原液及び濾液を排出する工程と、
フレームと隔壁板とを隔離させて、濾材で分離された固体分又固体分が付着した濾材を除
去する工程とを含むことを特徴とする濾過法。
【請求項９】
流入室に滞留する気体を流入室の上部から排出する工程と、
流出室に滞留する気体を流出室の上部から排出する工程と、
流入室及び流出室から気体を排出した後、原液を流入室の上部から供給し、濾液を流出室
の上部から取り出す工程とを含む請求項８に記載の濾過法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、密閉条件下で汚濁液を濾材に通液して固液分離する濾過装置及び濾過法に属す
る。
【０００２】
【従来の技術】
有機溶剤等の有害物質に含まれる固体分を固液分離するとき、有害成分が大気中に放出さ
れることを防止するため、密閉型の濾過装置で固液分離を行う。更に、液体の粘性が高い
とき、長時間濾過し続けると、固体分が濾材の細孔を閉塞して濾過能力を低下させるため
、濾過方向と逆に通液して固体分を濾材から除去する必要があるが、濾材に粘着成分が固
着するので、完全に濾過能力を回復することができない。このような有害かつ高粘度の汚
濁液の固液分離を行うとき、装置全体が密閉され、固液分離した固体分を濾材と共に簡易
に除去できるフィルタプレスが用いられる
【０００３】
図６～図８に示すフィルタプレス（３０）は、密閉された濾過室（４）を形成する矩形の
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フレーム（１）及び隔壁板（２）と、濾過室（４）を分割して、図７に示すように複数の
流入室（５）及び流出室（６）を形成する濾材（３）と、隔壁板（２）の下角部にそれぞ
れ取り付けられかつ流入室（５）に連絡する流入管（１８ａ）と、隔壁板（２）の上角部
にそれぞれ取り付けられかつ流出室（６）に連絡する流出管（１９ａ）と、流入室（５）
に連絡してフレーム（１）に形成された原液ベント（１５ａ）と、流出室（６）に連絡し
て隔壁板（２）に形成された濾液ベント（１６ａ）とを備える。図８に示すように、隔壁
板（２）は、濾材（３）を支持する多孔板（２１）と、多孔板（２１）を支持する突出部
（２ａ）と、濾液ベント（１６ａ）に濾液（６ａ）を搬送する溝部（２ｂ）とを備える。
【０００４】
フィルタプレス（３０）は、図６の縦断面図である図７の矢印に示すように、原液（５ａ
）を流入管（１８ａ）、原液連通路（２５ａ）及び原液ベント（１５ａ）を通じて下部か
ら流入室（５）内に供給し、濾材（３）で濾過して流出室（６）に濾液（６ａ）を供給す
る。その濾液（６ａ）を流出室（６）の上部から濾液ベント（１６ａ）、濾液連通路（２
６ａ）及び流出管（１９ａ）を通じてフィルタプレス（３０）の外部に取り出す。濾過を
終了した後、濾材（３）の表面（３ａ）には固体分が形成されるので、フレーム（１）と
隔壁板（２）とを隔離させて、形成された固体分を濾材（３）と共に除去することができ
る。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
前記のようにフィルタプレス（３０）は、密閉下で濾過して固液分離を行い、濾材（３）
の表面（３ａ）に形成された固体分を容易に除去できるので、高粘性で有害物質を含む原
液（５ａ）の濾過に適する。ところが、前記フィルタプレス（３０）は、濾過するとき流
入室（５）及び流出室（６）が完全に密閉されるため、原液（５ａ）に含まれる空気、揮
発性物質等の気体により、流入室（５）及び流出室（６）の上部に気体層が形成される。
流出室（６）に形成された気体層の気体は、濾液ベント（１６ａ）が流出室（６）の上部
に形成されるため、濾液ベント（１６ａ）から濾液（５ａ）と共に大部分が排出されるが
、流入室（５）に形成された気体層の気体は、フィルタプレス（３０）の外部に排出され
ることなく除々に拡大する。これにより、濾過面積が減少し、気体に接触していない濾材
（３）の濾過部分に原液（５ａ）中の固体分が集中して捕捉され、フィルタプレス（３０
）の濾過圧力上昇及び濾過量低下を招く。
そこで、本発明は、濾過面積を常に最大に維持することにより濾過能力の低下を防ぎ、濾
過時間を延長することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明による濾過装置は、密閉された濾過室（４）を形成する外枠（１，　２）と、濾過
室（４）を分割して流入室（５）及び流出室（６）を形成する濾材（３）と、外枠（１，
　２）に取り付けられかつ流入室（５）に連絡する流入管（１８ａ）と、外枠（１，　２
）に取り付けられかつ流出室（６）に連絡する流出管（１９ａ）とを備え、濾材（３）に
より流入室（５）内に供給される原液（５ａ）を濾過して流出室（６）内に供給される濾
液（６ａ）を生成し、流出室（６）から濾液（６ａ）を取り出す。本発明では、流入室（
５）に連絡して外枠（１）に形成された第１及び第２の原液ベント（１５ａ，　１５ｂ）
と、第２の原液ベント（１５ｂ）を介して流入室（５）に接続されかつ排気バルブ（７ａ
）を有する排気装置（７）とを備え、流入管（１８ａ）から第１の原液ベント（１５ａ）
を通じて流入室（５）内に原液（５ａ）を供給する際に、第２の原液ベント（１５ｂ）及
び排気装置（７）を通じて流入室（５）内に滞留する気体（１０）を排出する。
【０００７】
第２の原液ベント（１５ｂ）を介して、流入室（５）に排気装置（７）を接続することに
より、流入室（５）に滞留する気体（１０）を確実に除去することができる。密閉された
濾過室（４）内に濾材（３）を配置して濾過する濾過装置では、原液（５ａ）に含まれる
空気及び揮発性物質により、流入室（５）の上部に気体層が形成される。気体層は、除々
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に拡大し濾過面積を減少させて、濾過圧力の上昇及び濾過量の低下を助長する。従って、
排気装置（７）を設けることにより、原液（５ａ）を供給する際に、流入室（５）内に滞
留する気体層の気体（１０）を流入室（５）から排出して、濾材（３）の表面全体を利用
した濾過が可能となる。
【０００８】
本発明による濾過法は、フレーム（１）と、濾材（３）を支持する隔壁板（２）とを交互
に複数密着させて、流入室（５）及び流出室（６）からなる密閉された濾過室（４）を複
数形成する工程と、流入室（５）に原液（５ａ）を供給すると共に、流入室（５）に滞留
する気体（１０）を排出する工程と、濾材（３）により流入室（５）内の原液（５ａ）を
濾過して流出室（６）内に濾液（６ａ）を生成すると共に、流出室（６）に滞留する気体
（１０）を除去する工程と、濾過終了後、原液（５ａ）の供給を停止して濾過室（４）か
ら原液（５ａ）及び濾液（６ａ）を排出する工程と、フレーム（１）と隔壁板（２）とを
隔離させて、濾材（３）で分離された固体分又固体分が付着した濾材（３）を除去する工
程とを含む。
【０００９】
また、流入室（５）に滞留する気体（１０）を流入室（５）の上部から排出する工程と、
流出室（６）に滞留する気体（１０）を流出室（６）の上部から排出する工程と、流入室
（５）及び流出室（６）から気体（１０）を排出した後、原液（５ａ）を流入室（５）の
上部から供給し、濾液（６ａ）を流出室（６）の上部から取り出す工程とを含んでもよい
。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明による濾過装置の実施の形態を図１～図５により説明する。
【００１１】
図１に示す本発明による濾過装置は、密閉された濾過室（４）を形成する外枠（１，２）
と、濾過室（４）を分割して流入室（５）及び流出室（６）を形成する濾材（３）と、外
枠（１）に取り付けられかつ流入室（５）に連絡する流入管（１８ａ）と、外枠（２）に
取り付けられかつ流出室（６）に連絡する流出管（１９ａ）とを備える。本発明では更に
、流入室（５）に連絡して外枠（１）に形成された第１及び第２の原液ベント（１５ａ，
　１５ｂ）と、第２の原液ベント（１５ｂ）を介して流入室（５）に接続されかつ排気バ
ルブ（７ａ）を有する排気装置（７）とを備える。これにより、流入管（１８ａ）から第
１の原液ベント（１５ａ）を通じて流入室（５）内に原液（５ａ）を供給する際に、第２
の原液ベント（１５ｂ）及び排気装置（７）を通じて流入室（５）内に滞留する気体（１
０）を濾過装置から排出できる。また、流出室（６）に連絡して外枠（２）に形成された
第１及び第２の濾液ベント（１６ａ，　１６ｂ）と、第２の濾液ベント（１６ｂ）を介し
て流出室（６）に接続されかつ排気バルブ（８ａ）を有する排気装置（８）とを備えるこ
とにより、第１の濾液ベント（１６ａ）を通じて流出室（６）内から流出管（１９ａ）に
濾液（６ａ）を取り出す際に、第２の濾液ベント（１６ｂ）及び排気装置（８）を通じて
流出室（６）内に滞留する気体（１０）を排出できる。
【００１２】
本実施の形態による濾過装置は、外枠（１，　２）には、流入室（５）及び流出室（６）
に連絡する補助流入管（１８ｂ）及び補助流出管（１９ｂ）を備え、補助流入管（１８ｂ
）及び補助流出管（１９ｂ）はそれぞれ第２の原液ベント（１５ｂ）及び第２の濾液ベン
ト（１６ｂ）に接続される。流入室（５）及び流出室（６）内に滞留する気体（１０）を
排出した後、排気バルブ（７ａ，　８ａ）を閉じて、流入管（１８ａ）と共に補助流入管
（１８ｂ）から原液（５ａ）を流入室（５）に供給し、流出管（１９ａ）と共に補助流出
管（１９ｂ）から流出室（６）内の濾液（６ａ）を取り出す。
【００１３】
図２～図５は、本発明による濾過装置の実施の形態であるフィルタプレス（２０）を示す
。本実施の形態によるフィルタプレス（２０）では、外枠（１，　２）は、フレーム（１
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）と、フレーム（１）の両側に固着された一対の隔壁板（２）とを備え、フレーム（１）
の内側に形成された流入室（５）は、各隔壁板（２）の内側に形成された流出室（６）に
対して濾材（３）を介して隣接する。濾材（３）は矩形の紙、不織布、織布及び金網の１
種又は２種以上を使用し、原液（５ａ）中に含まれる固体分の含有量、粒径、化学成分等
により濾材（３）の細孔径が選択される。フレーム（１）及び隔壁板（２）は、それぞれ
上部に第２の原液ベント（１５ｂ）及び第２の濾液ベント（１６ｂ）を有し、流入室（５
）及び流出室（６）に滞留した気体（１０）が効率よく排気装置（７，　８）から排出さ
れる。排気装置（７，　８）の排気バルブ（７ａ，　８ａ）は、電動バルブ、空動バルブ
、手動バルブ又は気体のみを通す自動空気抜きバルブを用いることができる。図２～図４
に示す排気バルブ（７ａ，　８ａ）及びバルブ（３１～３４）は、白丸を付したバルブが
開いた状態を示し、黒丸を付したバルブが閉じた状態を示す。フレーム（１）及び隔壁板
（２）は矩形に形成され、フレーム（１）の異なる角部に第１及び第２の原液ベント（１
５ａ，１５ｂ）を設け、隔壁板（２）の異なる角部に第１及び第２の濾液ベント（１６ａ
，　１６ｂ）を設ける。
【００１４】
図５に示すように隔壁板（２）は、濾材（３）を支持する補強材（１１）を一方又は両方
の主面に備え、補強材（１１）を支持する突出部（２ａ）と、濾液（６ａ）を第１及び第
２の濾液ベント（１６ａ，　１６ｂ）に搬送する格子状に形成された溝部（２ｂ）とを備
える。補強材（１１）は、従来、図８に示すように多孔板（２１）を用いていたが、空隙
率の大きい金網又はパンチングメタルを用いることにより、抵抗を小さくして通液性を向
上できる。
【００１５】
本実施の形態では、補強材（１１）を一方の主面に備えかつ補強材（１１）を対向させた
一対の隔壁板（２）間にフレーム（１）と、両方の主面に補強材（１１）を備える隔壁板
（２）とを濾材（３）を介して交互に複数密着させる。これにより、図４に示すように複
数の流入室（５）及び流出室（６）が交互に形成される。また、フレーム（１）、隔壁板
（２）及び濾材（３）を密着させると、それぞれ４箇所の角部を通る第１及び第２の原液
連通路（２５ａ，　２５ｂ）並びに第１及び第２の濾液連通路（２６ａ，　２６ｂ）が形
成される。第１及び第２の原液連通路（２５ａ，　２５ｂ）は、流入管（１８ａ）及び補
助流入管（１８ｂ）と第１及び第２の原液ベント（１５ａ，　１５ｂ）とを接続する。第
１及び第２の濾液連通路（２６ａ，　２６ｂ）は、流出管（１９ａ）及び補助流入管（１
９ｂ）と第１及び第２の濾液ベント（１６ａ，　１６ｂ）とを接続する。
【００１６】
前記フィルタプレス（２０）を用いた濾過法は、最初に、フレーム（１）と、濾材（３）
が支持された隔壁板（２）とを図示しない油圧シリンダで交互に複数密着させて、図４に
示すように流入室（５）及び流出室（６）からなる密閉された濾過室（４）を複数形成す
る。次に、流入室（５）に原液（５ａ）を供給すると共に、流入室（５）に滞留する気体
（１０）を排出する。原液（５ａ）は、図示しないポンプにより０．３～３．５ＭＰａの
圧力で、図２に示すように流入管（５ａ）、第１の原液連通路（２５ａ）及び第１の原液
ベント（１５ａ）を通じて流入室（５）に供給される。流入室（５）内及び原液（５ａ）
に含まれる気体（１０）は、流入室（５）の上方に移動し、流入室（５）の上部に形成さ
れた第２の原液ベント（１５ｂ）、第２の原液連通路（２５ｂ）及び排気バルブ（７ａ）
を通じてフィルタプレス（２０）の外部に排出される。
【００１７】
流入室（５ａ）内に供給された原液（５ａ）は、濾材（３）で濾過されて流出室（６）内
に濾液（６ａ）を生成すると共に、流出室（６）に滞留する気体（１０）を除去する。流
出室（６）内及び濾液（６ａ）に含まれる気体（１０）は、流出室（６）の上方に移動し
、流出室の上部に形成された第２の濾液ベント（１６ｂ）、第２の濾液連通路（２６ｂ）
及び排気バルブ（８ａ）を通じて排出される。排気バルブ（７ａ，　８ａ）から排出され
る気体（１０）中に有害物質を含むときは、有害物質を完全に除去した後、大気中に放出
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する。
【００１８】
図２及び図３の横断面図である図４に示すように、流出室（６）内に生成された濾液（６
ａ）は、第１の濾液ベント（１６ａ）、第１の濾液連通路（２６ａ）及び流出管（１９ａ
）を通じて取り出される。このとき、図２に示すように、流入管（１８ａ）及び流出管（
１９ａ）に接続されたバルブ（３１）及び（３３）は開いた状態で、補助流入管（１８ｂ
）及び補助流出管（１９ｂ）に接続されたバルブ（３２）及び（３４）は閉じた状態であ
るが、流出管（１９ａ）に接続されたバルブ（３３）を絞って通液量を抑えてもよい。こ
れにより、流入室（５）及び流出室（６）に滞留した気体（１０）を短時間で排出できる
。
【００１９】
気体（１０）を排出した後、原液（５ａ）を流入室（５）の下部から供給すると共に上部
からも供給し、濾液（６ａ）を流出室（６）の下部から取り出すと共に上部からも取り出
す。即ち、図３に示すように、排気バルブ（７ａ）を閉じバルブ（３２）を開いて、原液
（５ａ）を補助流入管（１８ｂ）、第２の原液連通路（２５ｂ）及び第２の原液ベント（
１５ｂ）を通じて流入室（５）に供給し、排気バルブ（８ａ）を閉じバルブ（３４）を開
いて、濾液（６ａ）を第２の濾液ベント（１６ｂ）、濾液連通路（２６ｂ）及び補助流出
管（１９ｂ）を通じて流出室（６）から取り出す。
【００２０】
このように、流入管（１８ａ）及び補助流入管（１８ｂ）から原液（５ａ）を供給し、流
出管（１９ａ）及び補助流出管（１９ｂ）から濾液（５ａ）を取り出し、濾過が終了した
後、原液（５ａ）の供給を停止して濾過室（４）から原液（５ａ）及び濾液（６ａ）を排
出する。原液（５ａ）及び濾液（６ａ）は、それぞれ流入管（１８ａ）及び流出管（１９
ａ）から排出される。完全に排出するため、流入管（１８ａ）及び流出管（１９ａ）が接
続された隔壁板（２）の底面を下方に下げて、第１の原液連通路（２５ａ）及び第１の濾
液連通路（２６ａ）を傾斜させてもよい。
【００２１】
原液（５ａ）及び濾液（６ａ）を排出後、フレーム（１）と隔壁板（２）とを隔離させて
、濾材（３）で分離された固体分又固体分が付着した濾材（３）を除去する。図５に示す
濾材（３）の表面（３ａ）に形成される固体分の粘性が低く除去が容易であれば、濾材（
３）から固体分を剥がして除去すればよい。一方、粘性の高い固体分を多く含むとき、固
体分と共に濾材（３）を補強材（１１）から剥がすことにより、容易に固体分を除去する
ことができる。再度濾過を開始するときは、濾材（３）を補強材（１１）の表面に配置し
て又は配置されている場合にはそのままの状態でフレーム（１）と、隔壁板（２）とを密
着させて原液（５ａ）を供給する。
【００２２】
【発明の効果】
本発明では、排気装置を設けることにより濾材の濾過面を有効に活用できるので、一定流
量における濾過時間を延長してランニングコストの低減を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による濾過装置を示す断面図
【図２】本発明の実施の形態における排気状態を示す分解図
【図３】本発明の実施の形態における排気後の濾過状態を示す分解図
【図４】本発明の実施の形態を示す横断面図
【図５】本発明の実施の形態を示す部分拡大図
【図６】従来の濾過装置における濾過状態を示す分解図
【図７】従来の濾過装置の縦断面図
【図８】従来の濾過装置の部分拡大図
【符号の説明】
（１）・・外枠（フレーム）、　（２）・・外枠（隔壁板）、　（２ａ）・・突出部、　
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（２ｂ）・・溝部、　（３）・・濾材、　（３ａ）・・表面、　（４）・・濾過室、　（
５）・・流入室、　（５ａ）・・原液、　（６）・・流出室、　（６ａ）・・濾液、　（
７，　８）・・排気装置、　（７ａ，　８ａ）・・排気バルブ、　（１０）・・気体、　
（１１）・・補強材、　（１５ａ）・・第１の原液ベント（原液ベント）、　（１５ｂ）
・・第２の原液ベント、　（１６ａ）・・第１の濾液ベント（濾液ベント）、　（１６ｂ
）・・第２の濾液ベント、　（１８ａ）・・流入管、　（１８ｂ）・・補助流入管、　（
１９ａ）・・流出管、　（１９ｂ）・・補助流出管、　（２０）・・フィルタプレス、　
（２１）・・多孔板、　（２５ａ）・・第１の原液連通路（原液連通路）、　（２５ｂ）
・・第２の原液連通路、　（２６ａ）・・第１の濾液連通路（濾液連通路）、　（２６ｂ
）・・第２の濾液連通路、　（３０）・・フィルタプレス、　（３１～３４）・・バルブ
、
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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